
資料 ２ 

今後の汚水処理のあり方に関する検討会 

平成２３年１月１７日 



100.0% 

60.0% 

80.0% 
全国の普及率 

20.0% 

40.0% 
町村の普及率 

５万人以下の市町村普及率 

0.0% 
５万人以下の市町村普及率 

平成２１年度末の全国普及率は７３．７％ 

５万人以下の市町村普及率は４５．４％ 

町村の普及率は４７．６％ 

公共下水道の整備は都市部で早くから着手し普及率が高い 

地方では、 
着手時期・財政状況 等の諸条件から整備の進捗に格差 
今後も地域にあった計画で効率的に汚水処理施設の整備が必要 
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昭和４５年 事業に着手 

       大和平野を分割し３箇所の処理場を建設する計画。 

       斑鳩町・平群町・三郷町・生駒市の一部を第３処理区。 

昭和４７年 第３処理区処理場建設計画を断念。 

       地理的な条件と地域住民の反対など 

昭和４９年6月 第１処理区の利用を開始。 

昭和５９年4月 第２処理区の利用を開始。 

平成2年 第3処理区を第１処理区に編入する計画策定。 

        その後、第１浄化センター周辺より編入に反対。 

        第3処理区域促進協議会を結成し、編入活動を実施。 

平成７年６月 第１処理区への編入合意 

        安堵町にポンプ場建設計画の地元交渉 

平成１６年度 ポンプ場完成 流域下水道供用開始平成 年 完成 域下 供 開始

平成１６年度末  斑鳩町公共下水道供用開始 
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行政面積 １，４２７ｈａ 汚水処理施設 利用割合 面積

公共下水道人口普及率 
３５％ 

公共下水道 ２１％ 

単独浄化槽 ５３％ 

合併浄化槽 １１％ 

くみとり  ６％ 

その他（コミプラ）  ９％ 

都市計画決定区域 ４８５ｈａ 

整備済区域 １４５ｈａ 
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公共下水道事業ＰＩを実施 公共下水道事業ＰＩを実施 
・公共下水道事業の説明パンフレットを作成し配布 
・住民意見交換会を実施 
・インターネットによる意見募集インタ ネットによる意見募集
・アンケート結果の公表 
・ＰＩ結果を踏まえ進め方を決定し公表 等 
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回答 ９９７人／１５００人（回収率６６．５％）人／ 人（ 収率 ． ％）

下水道整備
に満足して
いる割合は
30％以下 30％以下 

整備の進め
方では、
もっと早く
進めるべき
と回答した
割合が高い 
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下水道 役下水道の役
割が重要と
回答した割
合は76％ 

下水道に接
続して良
かった点は
「浄化槽か
らの臭いが

汚水処理施
設の中で総
合的に判断
し公共下水
道が必要と

らの臭いが
なくなっ
た」35％と
最も多い 

道が必要と
回答した割
合は78.6％ 

下水道がな
くて困る点
は「浄化槽
の臭いと維の臭いと維
持管理」が
多数 
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意見交換会では、 
・公共下水道事業全般について 
公共下水道 接続に関する問題点と課題・公共下水道への接続に関する問題点と課題 

・より多くの人に接続してもらうための方策 
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ＰＩ結果を踏まえた公共下水道事業
の進め方を公表 
 
・詳細で的確な情報提供 ・詳細で的確な情報提供 
 
・下水道整備のさらなる推進 
 
・多くの住民の皆さんに接続していただく
ための方策を今後も検討していく ための方策を今後も検討していく 
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平成２１年にはＢＯＤ一級河川 大和川の水質
ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 

20.0 

30.0 平成２１年にはＢＯＤ
３．２ｍｇ／Ｌ 

級河川 大和川の水質

・昭和４９年・昭和５３年に大和川流域内
で２箇所の流域下水道処理場が供用開始さ
れる。 

0.0 

10.0  
・流域下水道処理場の供用開始後、各市町
村の下水道整備が進み大和川の水質が年々
改善されている。 
 

 
環境基準 

 

ＢＯＤ 
（ｍｇ／Ｌ） 

・昭和４２年５月の公害対策基本法に基づ
き昭和４５年に大和川の水質環境基準が定
められているＢＯＤ５ｍｇ／Ｌ以下の基準
値を、本川８地点で採取された平均水質が
達成している
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接続率（水洗化率） 

達成している。
 
 斑鳩町の各水路の平均水質 

・以前は、町内を流れる身近な水路から
は 生活雑排水等によりＢＯＤが３０～

20 

30 

40 

40% 

60% 

は、生活雑排水等によりＢＯＤが３０
５０ｍｇ／Ｌの水質により大和川の各支
線に流れ込んでいた。 
 
・平成１６年度末に公共下水道の供用を
開始し 平成２０年度 平成２１年度に

0 
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20 

0% 

20% 
普及率 

町内の水路（平均水質） 開始し、平成２０年度、平成２１年度に
は水質改善傾向がみられる。 
 
・今後も公共下水道に普及と水洗化の促
進を進め水質改善に努める。 0 0% 
 
・公共下水道の普及により身近な水路の
水質改善が生活環境も改善される。 
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公共下水道施設の建設費用を試算：約３３０億円公共下水道施設の建設費用を試算：約３３０億円
   うち平成３年度～平成２１年度までに約１６６億円を執行 
   現計画では、平成４０年度を完成目標年次 

公共下水道事業に係る特別会計の決算と財政推計では 
平成４０年度の完成目標で進めると今後 約８億円／年程度の建設費用が必要となる・平成４０年度の完成目標で進めると今後、約８億円／年程度の建設費用が必要となる。

・建設事業に伴う起債残高が平成３２年度にピークに達し約９１億円となる。 
・元利償還金は約７億円を推移し、その財源として一般会計からの繰入金が約６憶円／年が必要と試算。 
・使用料や受益者負担金では、住宅地が多く大規模な事業所が無いことから収入規模が小さい。 

1,400 

1,600 
（百万） 

・供用開始区域では、下水道法に則り公共下水道へ
速やかに接続いただくことで健全な経営。 
・効率的な整備と財政状況を踏まえて事業を進める
ことで町財政の負担を軽減。 

1,000 

1,200 
施設建設費 

平成４０年度完成目標 

400 

600 

800 
元利償還金 

一般会計繰入金 使用料等収入 

0 

200 
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補修や改良工事費用では（下記グラフ参照）斑鳩町 し尿処理施設

くみ取りトイレのし尿・浄化槽汚泥処理場として 
・昭和５２年に約８億５，０００万円で建設。 
 

Ｈ５年度 オゾン処理導入 約８ ７００万円

100 

補修や改良工事費用では（下記グラフ参照）
Ｈ１１～Ｈ２１までは補修費実績：３億２千万円 
Ｈ２２～Ｈ３０までは見込み費用：３億８千万円 

斑鳩町 し尿処理施設

・Ｈ５年度 オゾン処理導入 約８，７００万円
 
・Ｈ２０年度～Ｈ２１年度 
     脱窒素処理工事 約４，９００万円 

       40 

60 

80 

年度 年間処理量 施設維持管理費用 

         総額 ９億８，６００万円 

0 

20 

（百万） 

年度 
（キロリットル） （千円） 

Ｈ１７年度 １１８０１ １２３，６５７ 

Ｈ１８年度 １１２２５ １１８，４８８ 

Ｈ１９年度 １０４６６ １１８，５９４ 

奈良県 流域下水道センター 

斑鳩町は流域関連公共下水道として奈良県の処理場を利用 
昭和４５年に建設。 

Ｈ２０年度  ９２４３ １５７，０７５ 

Ｈ２１年度  ９７５１ １６５，１４０ 

建設負担金として、約２６億円を支出（平成３年度～平成２１年度） 
今後も耐震や改築更新に係る建設費用を負担する 
 

300 

400 

100 

200 

300 

0 
（百万） 
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公共下水道
・安定した水質を確保して河川へ放流できることから環境に最も良好 
・一括処理のため汚水処理技術の進歩に即座に対応が可能 
・施設整備の住民要望が高い 
・悪臭や放流水の問題が無く、生活環境が良好 

・整備に係る期間が長期に亘る 
・事業に要する支出が巨額で 町財政への負担が大きい

公共下水道

・耐用年数が長く、社会資本施設としての資産価値が高い 
事業に要する支出が巨額で、町財政への負担が大きい

合併浄化槽（行政設置型） 

・個別に汚水処理施設を設置することが可能

・浄化槽からの処理水放流先の施設整備が必要 
・設置基数分の維持管理（施設の点検、故障対応、改築、汚泥処理 等）が  個別 汚水処 施設 設 す 可能

・建設費が安価 
・施設の処理能力や機能が向上 

 必要となることからスケールメリットが少なく、経費が割高 
・し尿処理場を同規模で継続して稼働するため施設の更新改築費用が必要 
・公共下水道の利用者と比べて住民に不公平感 

公共下水道事業と合併浄化槽事業の公平性（公費負担 住民負担分の受益者負担金や使用料の料金設定）共通課題

 斑鳩町では 

現在の下水道計画区域においては 住民の意向調査で強く下水道を要望されていることや 公共用水域

・公共下水道事業と合併浄化槽事業の公平性（公費負担、住民負担分の受益者負担金や使用料の料金設定） 
・整備区域内の公共下水道への未接続や個人浄化槽使用家屋への対策 

共通課題

 現在の下水道計画区域においては、住民の意向調査で強く下水道を要望されていることや、公共用水域
の水質改善は重要な施策であることから、今後も公共下水道の整備促進を図っていく。 
 一方で公共下水道事業には、町の厳しい財政状況や少子高齢化等の人口減少予測といった課題があるこ
とから・・・ 

新たな方策として 新たな方策として、 
・公共下水道施設整備が完了する期間と合併浄化槽の耐用年数や補修が必要となる時期等を勘案し、下  
水道の整備が遅くなる地域へは公共下水道施設の補完施設として合併浄化槽整備を一時的に採用すること
で、町の財政に応じた公共下水道整備を図ることができる。 

町のし尿処理場と県の流域下水道処理場の両方を利用していることから 町のし尿処理場で受け入れた・町のし尿処理場と県の流域下水道処理場の両方を利用していることから、町のし尿処理場で受け入れた
し尿を希釈や処理工程を軽減した処理水を流域下水道へ流入できるようになれば、汚水処理にかかる経費
が軽減できる。 
等を検討、要望していきたい。 12 


